
⑤STOP！熱中症 クールワークキャンペーン‐１
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⑤ STOP！熱中症 クールワークキャンペーン‐２
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⑤ STOP！熱中症 クールワークキャンペーン‐３
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⑥リスクアセスメントの実施支援

28
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/risk/risk_index.html

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc07.htm

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/risk/risk_index.html
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc07.htm


⑦退避や立入禁止等の措置について、 保護措置が義務付けられます
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⑦退避や立入禁止等の措置について、 保護措置が義務付けられます
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⑦退避や立入禁止等の措置について、 保護措置が義務付けられます
- ３
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⑦退避や立入禁止等の措置について、 保護措置が義務付けられます
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- ４



⑦退避や立入禁止等の措置について、 保護措置が義務付けられます
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⑧労働安全衛生関係の一部の手続の 電子申請が義務化されます
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⑨安全衛生対策について個別に相談したいときは
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⑩安全衛生管理計画書の提出について（依頼）
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★様式掲載のURL：https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-
roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/anzen_eisei_yousikikankei.html

https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-
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コツコツと日々の安全衛生活動を継続して習慣化することが重要です。

作業される方の安全活動に対する取り組みの姿勢を
「have to（〜しなければならない）」から
「want to（〜をしたい）」へ成長させ、

自主的に行動できる風土づくりを！！

安全衛生活動の定着に近道はありません！
まとめ
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安全衛生管理水準を向上させるために
事業場において取り組みしていただきたいこと。

１ 事業者による安全衛生の取組方針について表明すること。
２ 安全衛生管理体制を整備すること。
３ 安全・衛生管理者等の職務権限を明確にするとともに

自覚と自信を持たせること。
４ 年間安全衛生管理計画書を作成し、周知すること。

また、取組内容の進捗状況を管理すること。
５ 安全衛生委員会（会議）を定期的に開催し、意見交換と方針決定をすること。
６ リスクアセスメントを実施し、残留リスクを加味した

作業手順書を作成すること。
７ 階層ごとに定期的な安全衛生教育を実施し、知識付与と

危険感受性を高めること。



ご静聴ありがとうございました。

真の『安全』を目指すために、
『災害ゼロ』から『危険ゼロ』
の取り組みをお願いします。
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